
一

（
二
六
八
）

（
第

七

部
）

第
二
百
八
回

国
　
　
　
会

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号

令
和
四
年
六
月
十
日（
金
曜
日
）

　
　
　
午
後
一
時
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
委
員
の
異
動

　
六
月
七
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
下
野
　
六
太
君
　
　
　
　
　
秋
野
　
公
造
君

　
六
月
八
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
杉
　
　

武
君
　
　
　
　
　
竹
谷
と
し
子
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
　
宏
君

　
　
　
　
理
　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
田
　
昌
宏
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
川
　
克
巳
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
田
　
龍
平
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
　
香
苗
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
　
ま
み
君

　
　
　
　
委
　
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衛
藤
　

一
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
村
　
　
大
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
だ
修
光
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
生
田
　
俊
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
嘉
奈
津
美
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
　
基
之
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
川
　
俊
治
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
田
　
顕
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
原
じ
ゅ
ん
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
垣
の
り
こ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
打
越
さ
く
良
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
島
み
ず
ほ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
屋
　
　
隆
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
野
　
公
造
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
谷
と
し
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
立
　
信
也
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
井
　
苗
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
村
　
　
聡
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
林
　
明
子
君

　
　
　
衆
議
院
議
員

　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
委
員
長
　
　
橋
本
　
　
岳
君

　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
　
　
後
藤
　
茂
之
君

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
専
門

　
　
　
　
　
　
　
員
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
伯
　
道
子
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
労
働
者
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　（
衆
議
院
提
出
）

○
令
和
四
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
に
係

　
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
案（
衆
議
院
提
出
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
厚
生
労
働
委
員

会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

　
委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
昨
日
ま
で
に
、
下
野
六
太
君
及
び
杉

武
君
が
委
員
を

辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
秋
野
公
造
君
及
び
竹
谷
と

し
子
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
労
働
者
協
同
組
合
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
提
出
者
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
橋
本
岳
君
か
ら
趣
旨

説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
橋
本
岳
君
。

○
衆
議
院
議
員（
橋
本
岳
君
）　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
労
働
者
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

　
令
和
二
年
十
二
月
、
議
員
立
法
に
よ
り
労
働
者
協
同
組

合
法
が
制
定
さ
れ
、
多
様
な
働
き
方
を
実
現
し
つ
つ
地
域

の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
労
働
者
協
同
組
合
を
新
た
に

創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
本
案
は
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
協
同
組
合
の
事
業
の
健

全
な
発
展
を
図
り
、
持
続
可
能
で
活
力
あ
る
地
域
社
会
の

実
現
に
資
す
る
た
め
、
非
営
利
性
が
徹
底
さ
れ
た
労
働
者

協
同
組
合
の
認
定
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
認
定
を

受
け
た
労
働
者
協
同
組
合
に
対
す
る
税
制
上
の
措
置
を
講

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
す
。

　
第
一
に
、
労
働
者
協
同
組
合
は
、
そ
の
定
款
に
剰
余
金

の
配
当
を
行
わ
な
い
旨
の
定
め
及
び
解
散
し
た
場
合
に
お

い
て
組
合
員
に
対
し
そ
の
出
資
額
を
限
度
と
し
て
分
配
し

た
後
の
残
余
財
産
が
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
他

の
特
定
労
働
者
協
同
組
合
に
帰
属
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る

こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
特
定
労
働
者
協
同

組
合
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

　
第
二
に
、
特
定
労
働
者
協
同
組
合
に
係
る
特
例
と
し

て
、
外
部
監
事
の
設
置
、
報
酬
規
程
等
の
公
開
等
、
剰
余

金
の
配
当
の
禁
止
、
残
余
財
産
の
分
配
等
の
規
定
を
設
け

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
三
に
、
法
人
税
法
に
お
い
て
、
特
定
労
働
者
協
同
組

合
を
公
益
法
人
等
の
範
囲
に
加
え
、
収
益
事
業
か
ら
生
じ

た
所
得
以
外
の
所
得
を
非
課
税
と
す
る
等
の
特
定
労
働
者

協
同
組
合
に
対
す
る
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
労
働
者

協
同
組
合
法
の
施
行
の
日
で
あ
る
令
和
四
年
十
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
が
、
本
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま

す
。

　
何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は
終

わ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
別
に
御
発
言
も
な

い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。
─
─

別
に
御
意
見
も
な
い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に

採
決
に
入
り
ま
す
。

　
労
働
者
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

つ
い
て
賛
成
の
方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

　
　
　〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
審
査
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ

を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ
う

決
定
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
次
に
、
令
和
四
年
度
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る

法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
提
出
者
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
橋
本
岳
君
か
ら
趣
旨

説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
橋
本
岳
君
。

○
衆
議
院
議
員（
橋
本
岳
君
）　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
令
和
四
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
に

係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提

案
理
由
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化

す
る
中
、
今
般
、
政
府
は
、
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
生

活
困
窮
者
等
へ
の
支
援
と
し
て
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

に
対
し
、
児
童
一
人
当
た
り
五
万
円
の
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　
本
案
は
、
令
和
四
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
の
支
給
の
趣
旨
に
鑑
み
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
者
が
自
ら
当
該
給
付
金
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
〇
〇
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
九
〇
一
号
）

　
一
、
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
求
め
る
こ
と
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
一
九
三
三
号
）

　
一
、
保
育
・
学
童
保
育
制
度
の
抜
本
的
改
善
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
一
九
三
四
号
）

　
一
、
命
を
守
り
社
会
を
支
え
る
福
祉
職
員
を
増
や
し
、

　
　
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
九

　
　
三
五
号
）（
第
一
九
三
六
号
）（
第
一
九
三
七
号
）（
第
一

　
　
九
三
八
号
）（
第
一
九
三
九
号
）（
第
一
九
四
〇
号
）（
第

　
　
一
九
四
一
号
）（
第
一
九
四
二
号
）（
第
一
九
四
三
号
）

　
　（
第
一
九
四
四
号
）（
第
一
九
四
五
号
）（
第
一
九
四
六

　
　
号
）（
第
一
九
四
七
号
）

　
一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
一
九
四
八
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
一
九

　
　
四
九
号
）

　
一
、
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
給
付
金
法
を
改
正
し
、
建

　
　
材
企
業
が
参
加
す
る
補
償
基
金
制
度
の
創
設
を
求
め

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
五
〇
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
九
五
一
号
）（
第
一
九
五
二
号
）（
第
一
九
五

　
　
三
号
）（
第
一
九
五
四
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
五
五
号
）（
第
一

　
　
九
五
六
号
）

　
一
、
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
善
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
九
五
七
号
）

　
一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
一
九
七
七
号
）

　
一
、
学
童
保
育（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）の
拡
充

　
　
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
七
八
号
）

　
一
、
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
給
付
金
法
を
改
正
し
、
建

　
　
材
企
業
が
参
加
す
る
補
償
基
金
制
度
の
創
設
を
求
め

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
七
九
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
九
八
〇
号
）（
第
一
九
八
一
号
）（
第
一
九
八

　
　
二
号
）

　
　
す
る
請
願（
第
一
八
一
六
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
八
一
七
号
）（
第
一
八
一
八
号
）（
第
一
八
一

　
　
九
号
）（
第
一
八
二
〇
号
）（
第
一
八
二
一
号
）（
第
一
八

　
　
二
二
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
一
八
二
三

　
　
号
）（
第
一
八
二
四
号
）（
第
一
八
二
五
号
）（
第
一
八
二

　
　
六
号
）（
第
一
八
二
七
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
一
八
二
八
号
）

　
一
、
介
護
保
険
制
度
の
抜
本
的
転
換
を
求
め
る
こ
と
に

　
　
関
す
る
請
願（
第
一
八
五
一
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
八
五
二
号
）（
第
一
八
五
三
号
）（
第
一
八
五
四
号
）

　
　（
第
一
八
五
五
号
）（
第
一
八
五
六
号
）（
第
一
八
五
七

　
　
号
）（
第
一
八
五
八
号
）（
第
一
八
五
九
号
）（
第
一
八
六

　
　
〇
号
）（
第
一
八
六
一
号
）（
第
一
八
六
二
号
）（
第
一
八

　
　
六
三
号
）（
第
一
八
六
四
号
）（
第
一
八
六
五
号
）

　
一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
一
八
六
六
号
）

　
一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
一
八
六
七
号
）（
第
一
八
六
八
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
八
六
九
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
一
八
七
〇

　
　
号
）（
第
一
八
七
一
号
）

　
一
、
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
善
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
八
七
二
号
）（
第
一
八
七
三
号
）

　
一
、
介
護
保
険
制
度
の
抜
本
的
転
換
を
求
め
る
こ
と
に

　
　
関
す
る
請
願（
第
一
八
九
六
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
八
九
七
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
八
九
八
号
）（
第
一
八
九
九
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
四
九
号
）（
第
一
七
五
〇
号
）（
第
一
七
五
一
号
）（
第
一

　
　
七
五
二
号
）（
第
一
七
五
三
号
）（
第
一
七
五
四
号
）（
第

　
　
一
七
五
五
号
）（
第
一
七
五
六
号
）

　
一
、
介
護
保
険
制
度
の
抜
本
的
転
換
を
求
め
る
こ
と
に

　
　
関
す
る
請
願（
第
一
七
五
七
号
）（
第
一
七
五
八
号
）

　
　（
第
一
七
五
九
号
）（
第
一
七
六
〇
号
）（
第
一
七
六
一

　
　
号
）（
第
一
七
六
二
号
）（
第
一
七
六
三
号
）（
第
一
七
六

　
　
四
号
）（
第
一
七
六
五
号
）（
第
一
七
六
六
号
）（
第
一
七

　
　
六
七
号
）（
第
一
七
六
八
号
）（
第
一
七
六
九
号
）（
第
一

　
　
七
七
〇
号
）（
第
一
七
七
一
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
七
七
二
号
）

　
一
、
コ
ロ
ナ
禍
の
下
、
保
育
、
医
療
、
介
護
、
年
金
な

　
　
ど
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
社
会
保
障
の
拡
充
を
求

　
　
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
七
七
三
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
一
七

　
　
七
四
号
）

　
一
、
若
者
も
高
齢
者
も
安
心
で
き
る
年
金
と
雇
用
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
一
七
七
五
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
七
七
六
号
）（
第
一
七
七
七
号
）（
第
一
七
七

　
　
八
号
）（
第
一
七
七
九
号
）（
第
一
七
八
〇
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
一
七
八
一
号
）

　
一
、
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
善
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
七
八
二
号
）

　
一
、
介
護
保
険
制
度
の
抜
本
的
転
換
を
求
め
る
こ
と
に

　
　
関
す
る
請
願（
第
一
八
一
〇
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
八
一
一
号
）

　
一
、
命
を
守
り
社
会
を
支
え
る
福
祉
職
員
を
増
や
し
、

　
　
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
八

　
　
一
二
号
）（
第
一
八
一
三
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
一
八

　
　
一
四
号
）（
第
一
八
一
五
号
）

　
一
、
若
者
も
高
齢
者
も
安
心
で
き
る
年
金
と
雇
用
に
関

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

権
利
の
差
押
え
等
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
当
該
給
付
金

と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
の
差
押
え
を
禁
止
す
る
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
が
、
本
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま

す
。

　
何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は
終

わ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
別
に
御
発
言
も
な

い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。
─
─

別
に
御
意
見
も
な
い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に

採
決
に
入
り
ま
す
。

　
令
和
四
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
に
係

る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
案
に
賛
成
の
方
の
挙
手
を

願
い
ま
す
。

　
　
　〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
審
査
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ

を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ
う

決
定
い
た
し
ま
す
。

　
本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
後
一
時
五
分
散
会

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
八
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
高
齢
者
の
命
・
健
康
・
人
権
を
脅
か
す
七
十
五
歳

　
　
以
上
医
療
費
窓
口
負
担
二
割
化
の
中
止
を
求
め
る
こ

　
　
と
に
関
す
る
請
願（
第
一
七
四
二
号
）（
第
一
七
四
三

　
　
号
）（
第
一
七
四
四
号
）（
第
一
七
四
五
号
）（
第
一
七
四

　
　
六
号
）（
第
一
七
四
七
号
）（
第
一
七
四
八
号
）（
第
一
七



三

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
二
二
二
九
号
）（
第
二

　
　
二
三
〇
号
）

　
一
、
ウ
イ
ル
ス
性
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

　
　
事
業
に
お
け
る
対
象
患
者
の
一
層
の
救
済
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
二
三
一
号
）

　
一
、
て
ん
か
ん
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
二
五
九
号
）（
第
二
二

　
　
六
〇
号
）（
第
二
二
六
一
号
）（
第
二
二
六
二
号
）（
第
二

　
　
二
六
三
号
）（
第
二
二
六
四
号
）（
第
二
二
六
五
号
）（
第

　
　
二
二
六
六
号
）（
第
二
二
六
七
号
）（
第
二
二
六
八
号
）

　
　（
第
二
二
六
九
号
）（
第
二
二
七
〇
号
）（
第
二
二
七
一

　
　
号
）（
第
二
二
七
二
号
）（
第
二
二
七
三
号
）（
第
二
二
九

　
　
五
号
）（
第
二
二
九
六
号
）（
第
二
二
九
七
号
）（
第
二
二

　
　
九
八
号
）（
第
二
二
九
九
号
）（
第
二
三
〇
〇
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
二
三
五
〇
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
二
三

　
　
五
一
号
）

　
一
、
若
者
も
高
齢
者
も
安
心
で
き
る
年
金
と
雇
用
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
三
五
二
号
）

　
一
、
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
給
付
金
法
を
改
正
し
、
建

　
　
材
企
業
が
参
加
す
る
補
償
基
金
制
度
の
創
設
を
求
め

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
三
五
三
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
三
五
四
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
二
三
五
五
号
）

　
一
、
ウ
イ
ル
ス
性
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

　
　
事
業
に
お
け
る
対
象
患
者
の
一
層
の
救
済
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
三
五
六
号
）（
第
二
三
五
七
号
）

　
一
、
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
女
性
の
賃
金
底

　
　
上
げ
等
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
三
五

　
　
八
号
）（
第
二
三
五
九
号
）（
第
二
三
六
〇
号
）（
第
二
三

　
　
六
一
号
）（
第
二
三
六
二
号
）（
第
二
三
六
三
号
）（
第
二

　
　
三
六
四
号
）（
第
二
三
六
五
号
）（
第
二
三
六
六
号
）（
第

　
　
二
三
六
七
号
）（
第
二
三
六
八
号
）（
第
二
三
六
九
号
）

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
一
四
二
号
）（
第
二
一

　
　
四
三
号
）（
第
二
一
四
四
号
）（
第
二
一
四
五
号
）（
第
二

　
　
一
四
六
号
）（
第
二
一
四
七
号
）（
第
二
一
四
八
号
）（
第

　
　
二
一
四
九
号
）（
第
二
一
五
〇
号
）（
第
二
一
五
一
号
）

　
　（
第
二
一
五
二
号
）（
第
二
一
五
三
号
）（
第
二
一
五
四

　
　
号
）（
第
二
一
五
五
号
）（
第
二
一
五
六
号
）（
第
二
一
五

　
　
七
号
）（
第
二
一
五
八
号
）（
第
二
一
五
九
号
）（
第
二
一

　
　
六
〇
号
）（
第
二
一
六
一
号
）

　
一
、
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
求
め
る
こ
と
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
二
〇
六
号
）

　
一
、
高
齢
者
の
命
・
健
康
・
人
権
を
脅
か
す
七
十
五
歳

　
　
以
上
医
療
費
窓
口
負
担
二
割
化
の
中
止
を
求
め
る
こ

　
　
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
二
〇
七
号
）（
第
二
二
〇
八

　
　
号
）（
第
二
二
〇
九
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
二
二
一
〇
号
）（
第
二
二
一
一
号
）

　
一
、
命
を
守
り
社
会
を
支
え
る
福
祉
職
員
を
増
や
し
、

　
　
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
二

　
　
一
二
号
）

　
一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
二
一
三
号
）（
第
二
二
一
四
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
二
二

　
　
一
五
号
）（
第
二
二
一
六
号
）

　
一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
二
一
七
号
）

　
一
、
学
童
保
育（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）の
拡
充

　
　
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
二
一
八
号
）

　
　（
第
二
二
一
九
号
）（
第
二
二
二
〇
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
二
二
二
一
号
）（
第
二
二
二
二
号
）（
第
二
二
二

　
　
三
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
二
二
二
四

　
　
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
二
二
五
号
）（
第
二
二
二
六
号
）

　
　（
第
二
二
二
七
号
）（
第
二
二
二
八
号
）

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇
六
八

　
　
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇
六
九
号
）（
第
二
〇
七
〇
号
）

　
　（
第
二
〇
七
一
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇
七
二
号
）

　
一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
〇
九
〇
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇

　
　
九
一
号
）

　
一
、
若
者
も
高
齢
者
も
安
心
で
き
る
年
金
と
雇
用
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
〇
九
二
号
）

　
一
、
学
童
保
育（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）の
拡
充

　
　
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇
九
三
号
）

　
一
、
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
給
付
金
法
を
改
正
し
、
建

　
　
材
企
業
が
参
加
す
る
補
償
基
金
制
度
の
創
設
を
求
め

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇
九
四
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
二
〇
九
五
号
）（
第
二
〇
九
六
号
）（
第
二
〇
九

　
　
七
号
）（
第
二
〇
九
八
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇
九
九

　
　
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
一
〇
〇
号
）（
第
二
一
〇
一
号
）

　
　（
第
二
一
〇
二
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
二
一
〇
三
号
）（
第
二

　
　
一
〇
四
号
）（
第
二
一
〇
五
号
）

　
一
、
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
善
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
二
一
〇
六
号
）（
第
二
一
〇
七
号
）

　
一
、
ウ
イ
ル
ス
性
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

　
　
事
業
に
お
け
る
対
象
患
者
の
一
層
の
救
済
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
一
〇
八
号
）（
第
二
一
〇
九
号
）（
第
二
一

　
　
一
〇
号
）（
第
二
一
一
一
号
）（
第
二
一
一
二
号
）

　
一
、
て
ん
か
ん
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
八
三

　
　
号
）（
第
一
九
八
四
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
八
五
号
）（
第
一
九
八
六
号
）

　
　（
第
一
九
八
七
号
）（
第
一
九
八
八
号
）（
第
一
九
八
九

　
　
号
）（
第
一
九
九
〇
号
）（
第
一
九
九
一
号
）（
第
一
九
九

　
　
二
号
）（
第
一
九
九
三
号
）（
第
一
九
九
四
号
）（
第
一
九

　
　
九
五
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
一
九
九
六
号
）（
第
一

　
　
九
九
七
号
）（
第
一
九
九
八
号
）

　
一
、
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
善
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
一
九
九
九
号
）

　
一
、
ウ
イ
ル
ス
性
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

　
　
事
業
に
お
け
る
対
象
患
者
の
一
層
の
救
済
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
〇
〇
〇
号
）（
第
二
〇
〇
一
号
）（
第
二
〇

　
　
〇
二
号
）（
第
二
〇
〇
三
号
）（
第
二
〇
〇
四
号
）

　
一
、
高
齢
者
の
命
・
健
康
・
人
権
を
脅
か
す
七
十
五
歳

　
　
以
上
医
療
費
窓
口
負
担
二
割
化
の
中
止
を
求
め
る
こ

　
　
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇
四
八
号
）

　
一
、
保
育
・
学
童
保
育
制
度
の
抜
本
的
改
善
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
〇
四
九
号
）（
第
二
〇
五
〇
号
）（
第
二
〇

　
　
五
一
号
）（
第
二
〇
五
二
号
）（
第
二
〇
五
三
号
）（
第
二

　
　
〇
五
四
号
）（
第
二
〇
五
五
号
）（
第
二
〇
五
六
号
）（
第

　
　
二
〇
五
七
号
）（
第
二
〇
五
八
号
）（
第
二
〇
五
九
号
）

　
　（
第
二
〇
六
〇
号
）（
第
二
〇
六
一
号
）

　
一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
〇
六
二
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
二
〇

　
　
六
三
号
）

　
一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
〇
六
四
号
）

　
一
、
若
者
も
高
齢
者
も
安
心
で
き
る
年
金
と
雇
用
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
〇
六
五
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
二
〇
六
六
号
）（
第
二
〇
六
七
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対



四

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】

　
　（
第
二
三
七
〇
号
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



五

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



六

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



七

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



八

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



九

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
〇

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
一

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
二

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
三

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
四

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
五

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
六

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
七

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



一
八

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
九
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
労
働
者
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
　
案（
衆
）

　
一
、
令
和
四
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
　
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
案（
衆
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



一
九

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
〇

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
一

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
二

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
三

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
四

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
九
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
高
齢
者
の
命
・
健
康
・
人
権
を
脅
か
す
七
十
五
歳

　
　
以
上
医
療
費
窓
口
負
担
二
割
化
の
中
止
を
求
め
る
こ

　
　
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
一
三
号
）（
第
二
四
一
四

　
　
号
）（
第
二
四
一
五
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
二
四
一
六
号
）（
第
二
四
一
七
号
）（
第
二
四
一
八
号
）

　
　（
第
二
四
一
九
号
）（
第
二
四
二
〇
号
）（
第
二
四
二
一

　
　
号
）（
第
二
四
二
二
号
）（
第
二
四
二
三
号
）（
第
二
四
二

　
　
四
号
）（
第
二
四
二
五
号
）（
第
二
四
二
六
号
）（
第
二
四

　
　
二
七
号
）（
第
二
四
二
八
号
）

　
一
、
雇
用
、
医
療
の
施
策
へ
の
予
算
を
抜
本
的
に
増
や

　
　
す
こ
と
、
食
品
衛
生
監
視
員
の
大
幅
増
員
等
に
関
す

　
　
る
請
願（
第
二
四
二
九
号
）

　
一
、
命
を
守
り
社
会
を
支
え
る
福
祉
職
員
を
増
や
し
、

　
　
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四

　
　
三
〇
号
）

　
一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
四
三
一
号
）

　
一
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
の
延
長
等
に
関
す

　
　
る
請
願（
第
二
四
三
二
号
）

　
一
、
学
童
保
育（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）の
拡
充

　
　
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
三
三
号
）

　
一
、
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
給
付
金
法
を
改
正
し
、
建

　
　
材
企
業
が
参
加
す
る
補
償
基
金
制
度
の
創
設
を
求
め

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
三
四
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
二
四
三
五
号
）（
第
二
四
三
六
号
）（
第
二
四
三

　
　
七
号
）（
第
二
四
三
八
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
三
九

　
　
号
）（
第
二
四
四
〇
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
四
一
号
）（
第
二
四
四
二
号
）



二
五

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】

　
一
、
て
ん
か
ん
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
四
三
号
）（
第
二
四

　
　
四
四
号
）（
第
二
四
四
五
号
）（
第
二
四
四
六
号
）（
第
二

　
　
四
四
七
号
）（
第
二
四
四
八
号
）（
第
二
四
四
九
号
）（
第

　
　
二
四
五
〇
号
）

　
一
、
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
女
性
の
賃
金
底

　
　
上
げ
等
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
五

　
　
一
号
）

　
一
、
高
齢
者
の
命
・
健
康
・
人
権
を
脅
か
す
七
十
五
歳

　
　
以
上
医
療
費
窓
口
負
担
二
割
化
の
中
止
を
求
め
る
こ

　
　
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
八
四
号
）（
第
二
四
八
五

　
　
号
）（
第
二
四
八
六
号
）

　
一
、
学
童
保
育（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）の
拡
充

　
　
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
八
七
号
）

　
一
、
医
療
・
介
護
の
負
担
増
の
中
止
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
四
八
八
号
）

　
一
、
患
者
負
担
を
増
や
さ
な
い
こ
と
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
四
八
九
号
）

　
一
、
障
害
福
祉
に
つ
い
て
の
法
制
度
拡
充
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
二
四
九
〇
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
九
一

　
　
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
九
二
号
）（
第
二
四
九
三
号
）

　
　（
第
二
四
九
四
号
）

　
一
、
現
下
の
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
た
労
働
行
政
体

　
　
制
の
整
備
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
九
五
号
）（
第
二

　
　
四
九
六
号
）（
第
二
四
九
七
号
）

　
一
、
ウ
イ
ル
ス
性
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

　
　
事
業
に
お
け
る
対
象
患
者
の
一
層
の
救
済
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
四
九
八
号
）（
第
二
四
九
九
号
）

　
一
、
て
ん
か
ん
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
〇
〇
号
）（
第
二
五

　
　
〇
一
号
）（
第
二
五
〇
二
号
）（
第
二
五
〇
三
号
）

　
一
、
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
求
め
る
こ
と
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
五
四
三
号
）

　
一
、
高
齢
者
の
命
・
健
康
・
人
権
を
脅
か
す
七
十
五
歳

　
　
以
上
医
療
費
窓
口
負
担
二
割
化
の
中
止
を
求
め
る
こ

　
　
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
四
四
号
）

　
一
、
介
護
保
険
制
度
の
抜
本
的
転
換
を
求
め
る
こ
と
に

　
　
関
す
る
請
願（
第
二
五
四
五
号
）

　
一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
・
福
祉
を
実
現
し
、

　
　
国
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

　
　
二
五
四
六
号
）

　
一
、
国
立
病
院
の
機
能
強
化
に
関
す
る
請
願（
第
二
五

　
　
四
七
号
）（
第
二
五
四
八
号
）（
第
二
五
四
九
号
）（
第
二

　
　
五
五
〇
号
）（
第
二
五
五
一
号
）（
第
二
五
五
二
号
）（
第

　
　
二
五
五
三
号
）（
第
二
五
五
四
号
）（
第
二
五
五
五
号
）

　
　（
第
二
五
五
六
号
）（
第
二
五
五
七
号
）（
第
二
五
五
八

　
　
号
）（
第
二
五
五
九
号
）

　
一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

　
　（
第
二
五
六
〇
号
）

　
一
、
学
童
保
育（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）の
拡
充

　
　
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
六
一
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
六
二

　
　
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
六
三
号
）

　
一
、
ウ
イ
ル
ス
性
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

　
　
事
業
に
お
け
る
対
象
患
者
の
一
層
の
救
済
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
五
六
四
号
）

　
一
、
て
ん
か
ん
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
六
五
号
）（
第
二
五

　
　
六
六
号
）

　
一
、
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
求
め
る
こ
と
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
五
九
一
号
）

　
一
、
高
齢
者
の
命
・
健
康
・
人
権
を
脅
か
す
七
十
五
歳

　
　
以
上
医
療
費
窓
口
負
担
二
割
化
の
中
止
を
求
め
る
こ

　
　
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
九
二
号
）（
第
二
五
九
三

　
　
号
）

　
一
、
若
者
も
高
齢
者
も
安
心
で
き
る
年
金
と
雇
用
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
五
九
四
号
）

　
一
、
学
童
保
育（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）の
拡
充

　
　
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
九
五
号
）

　
　（
第
二
五
九
六
号
）

　
一
、
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
給
付
金
法
を
改
正
し
、
建

　
　
材
企
業
が
参
加
す
る
補
償
基
金
制
度
の
創
設
を
求
め

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
五
九
七
号
）（
第
二
五

　
　
九
八
号
）

　
一
、
中
国
残
留
孤
児
・
婦
人
二
世
の
生
活
支
援
等
に
関

　
　
す
る
請
願（
第
二
五
九
九
号
）（
第
二
六
〇
〇
号
）（
第

　
　
二
六
〇
一
号
）

　
一
、
非
正
規
差
別
と
長
時
間
労
働
の
解
消
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
二
六
〇
二
号
）（
第
二
六
〇
三
号
）（
第
二
六
〇

　
　
四
号
）

　
一
、
難
病
・
長
期
慢
性
疾
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対

　
　
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
請
願（
第
二
六
〇
五

　
　
号
）

　
一
、
震
災
復
興
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
実
現
へ
の
建

　
　
設
産
業
に
お
け
る
公
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
の
確
保

　
　
に
関
す
る
請
願（
第
二
六
〇
六
号
）

　
一
、
ウ
イ
ル
ス
性
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究

　
　
事
業
に
お
け
る
対
象
患
者
の
一
層
の
救
済
に
関
す
る

　
　
請
願（
第
二
六
〇
七
号
）

　
一
、
て
ん
か
ん
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え

　
　
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
六
〇
八
号
）（
第
二
六

　
　
〇
九
号
）（
第
二
六
一
〇
号
）（
第
二
六
一
一
号
）（
第
二

　
　
六
一
二
号
）

　
一
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者
へ
の
難
病
対
策
の
推
進
に

　
　
関
す
る
請
願（
第
二
六
一
三
号
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



二
六

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
七

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
八

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



二
九

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】



三
〇

第
七
部
　
　
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
十
九
号
　
令
和
四
年
六
月
十
日
　【
参
議
院
】

令
和
四
年
八
月
十
九
日
作
成
　
参
議
院
事
務
局
　
作
成
者
　
第
一
法
規
株
式
会
社


